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この度、日本学生支援機構給付奨学生の 10 月以降の 1 年間の支援区分について見直しが行われま

すのでお知らせいたします。給付奨学金は、毎年（10 月）、奨学生本人及び生計維持者の経済状況（マ

イナンバーにより取得した所得等情報及び申告された資産額）に基づき、支援区分の見直し（適格

認定（家計））が行われます。 

給付奨学生は、スカラネット・パーソナルから 10 月以降の新しい支援区分が確認できますので、

各自確認してください。 

 

確認開始日・方法 
【確認可能（開始）日】 9 月 5日（月）～ 

  ※2022/10～2023/9 の支援区分適用履歴がない場合は、随時更新されますので、日を置いて確認

してください。 

【方法】 スカラネット・パーソナル（https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/） 

  ※ログイン後、「奨学生番号ごとの詳細情報」→「支援区分適用履歴」で適用開始年月が「2022/10」

の支援区分を確認してください。 

※資産超過欄が「有」の場合は、支援区分欄にⅠ～Ⅲの表示があっても、見直し後の支給はあり

ません。 

 

支援区分の見直しにより、支援対象外となった方又は支給額が下がった方へ 
支援対象外となった方又は支給額が下がった方への支援等は下記のとおりですので、URL より詳

細を確認し、支援等を希望する場合はそれぞれの期限までに申請してください。 

 

後学期分授業料免除（経過措置）への申請 

令和 4 年 4 月現在、4 年次以上の学生のうち条件を満たす人は授業料（経過措置）への申請が可

能です。［9/28 期限］ 

（詳細 URL：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/kouki-keikasochi/） 

 

家計に急変が生じている場合 

①給付奨学金の家計急変事由に該当している場合は、家計急変としての申請が可能です。 

（詳細 URL：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/scholarship/jassoscholarship/kakeikyuhen/） 

 

②貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第一種奨学生でない場合は、緊急採用（第一種奨学

金）の申請が可能です。 

③貸与奨学金の家計急変事由に該当しており、第二種奨学生でない場合は、応急採用（第二種奨学

金）の申請が可能です。 

（詳細 URL：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/scholarship/jassoscholarship/kakeikyuhen/） 

※緊急採用・応急採用の申請を希望する方は、学生支援・社会連携課経済支援係までメール相談

ください。 

 

④本人のアルバイト収入が、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により大幅に減少しており、

第二種奨学生ではない場合は、緊急特別無利子貸与型奨学金の申請が可能です。［12/20 期限］ 

（詳細 URL：https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/jasso-kinkyu202012/） 
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⑤新型コロナウィルス感染症の影響により家計急変した学生は、後学期の新型コロナウィルスの

影響により家計急変した学生に対する授業料免除の申請が可能です。［9/28 期限］ 

（詳細 URL：https://www.kit.ac.jp/covid-19_summary/covid-19_keizaisien/kyuhenmenjo/） 

 

 貸与月額の変更 

  給付奨学金と併せて第一種奨学金及び第二種奨学金の貸与を受けている方は、選択している月

額によって貸与月額を増額できる場合があります。 

  増額を希望する場合は、下記 URL から「貸与月額変更願（増額）」を印刷し窓口に提出してくだ

さい。第一種・第二種それぞれ様式が異なりますのでご注意ください。 

 ※提出期限は、月額変更希望月の末日まで。（変更反映は提出日の属する月の 2か月後） 

 （第一種：https://www.kit.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/2-1_youshiki_r4.pdf） 

 （第二種：https://www.kit.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/2-3_youshiki_r4.pdf） 

 

  なお、第一種奨学金を貸与中の方は、併給調整による貸与月額の制限がありますが、給付奨学

金が支援対象外となった方は、希望している貸与月額の満額の貸与を受けることができます。 

 

 秋採用への申請［10/14 期限（予定）］ 

  10 月中旬に第一種奨学金（予定）及び第二種奨学金の秋採用の募集を行います。申請を希望す

る方は、9月下旬から 10月上旬に掲載予定の HPを確認し、指定された期間に書類一式を提出して

ください。 

  なお、昨年まで第一種奨学金の秋採用の募集はありませんでしたが、今年度より秋採用につい

ても募集を行う予定です。詳細は、HP に掲載するまでお待ちください。 

 （参考URL：https://www.kit.ac.jp/campus_index/life_fee/scholarship/jassoscholarship/jassotaiyogakubu_rinji/） 

 

 

 相談や質問がある場合は、下記＜お問い合わせ先＞まで連絡いただくか、窓口までお越しくださ

い。 

＜お問い合せ先＞ 

 〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町 1 番地 

  京都工芸繊維大学 学生支援・社会連携課経済支援係 （3号館 1階） 

TEL：075-724-7143（平日 8：30～17：00） 

Ｅ－MAIL：shogaku@jim.kit.ac.jp 

上記の情報やその他のお知らせは全て学生情報ポータル（https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/）

に掲載しますので、随時確認し不利益が生じることのないようにしてください。 


